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テキストボックス
※「養子離縁届」については、養子および養親の戸籍の記載内容によって、記入すべき事項に様々なパターンがあります。
　 詳しくは、確認に必要な　『養子および養親の戸籍謄本』　を取得したうえで、最寄りの市役所の戸籍担当課へご相談ください。





